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問 題 

 

近年、空き家の増加が問題となっている。 
総務省の「住宅・土地統計調査」によれば、平成 30 年の時点で全国の空き家件数は 848 万 9

千戸に達し、特に、空き家のうち「賃貸用の住宅」や「売却用の住宅」、別荘等の「二次的住宅」

のいずれにも分類されない（＝本来の居住世帯が長期不在等の状況にある）「その他の住宅」（い

わゆる「その他空き家」）が、平成 10 年の時点における 182 万 5 千戸から 348 万 7 千戸へと、

20 年間で 1.91 倍に増加していることが問題視されている。 
今後も都市部、地方部の如何に関わらず、空き家の更なる増加が懸念されている。 
 
空き家が増加してきた背景、また、空き家が引き起こす社会的問題について説明するとともに、

国又は地方公共団体が講じるべき施策について、現下の取組状況を踏まえながら所見を述べな

さい。（解答全体で 1,200 字以内とする。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


